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山
口
県
で
は
、
岩
国
基
地
へ
の

米
軍
空
母
艦
載
機
の
移
駐
に
よ
る

騒
音
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
地
域

で
の
定
住
を
促
進
す
る
た
め
、
エ

ア
コ
ン
や
断
熱
サ
ッ
シ
の
取
り
付

け
・
取
り
替
え
に
つ
い
て
補
助
金

を
交
付
し
ま
す
。

対
象
住
宅

　

申
請
者
ま
た
は
申
請
者
の
配
偶

者
、
も
し
く
は
２
親
等
以
内
の
同

居
親
族
が
所
有
し
、
実
際
に
申
請

者
が
居
住
す
る
住
宅
。

※�

ア
パ
ー
ト
や
借
家
、
事
務
所
・

店
舗
等
は
対
象
外
。

補
助
額

　

別
表
の
と
お
り
（
エ
ア
コ
ン
・

サ
ッ
シ
合
わ
せ
て
上
限
30
万
円
）

申
し
込
み
方
法

　

各
総
合
支
所
・
出
張
所
に
備
え

て
あ
る
申
請
書
に
必
要
書
類
（
工

事
見
積
書
等
）
を
添
え
て
、
総
務

課
ま
た
は
各
総
合
支
所
・
出
張
所

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
様
式
は

県
岩
国
基
地
対
策
室
Ｈ
Ｐ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

※
交
付
決
定
前
の
工
事
着
工
不
可
。

募
集
期
間

　

令
和
８
年
１
月
30
日
㈮
ま
で

問
い
合
わ
せ

　

総
務
課�

消
防
防
災
班
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（別　表）

【エアコン】
○補助台数

お住まいの人数 上限台数
１人 １台
２人以上 ２台

○補助額
部屋の広さ（冷房能力） １台当たり（上限）
６畳以下（2.2kw） 41,000 円
８畳以下（2.5kw） 50,000 円
10 畳以下（2.8kw） 55,000 円

10 畳を超える（3.6kw ～） 63,000 円
※交換の場合は、設置後６年以上が経過していること。

【サッシ】

○補助台数
お住まいの人数 上限箇所数

１人 １室２箇所まで
２人 ２室４箇所まで
３人 ３室６箇所まで
４人以上 ４室８箇所まで

○補助台数

サッシの面積
１カ所当たり（上限）

新設 取替
0.9 ㎡未満 10,000 円 27,000 円

0.9 ㎡以上 1.6 ㎡未満 20,000 円 44,000 円
1.6 ㎡以上 3.0 ㎡未満 30,000 円 64,000 円

3.0 ㎡以上 50,000 円 99,000 円
※取替の場合、設置後 10 年以上が経過していること。

山
口
県
住
宅
環
境
改
善
支
援
事
業
補
助
金
の
ご
案
内

　

近
年
、
さ
ま
ざ
ま
な
大
規
模
災

害
の
発
生
が
想
定
・
懸
念
さ
れ
る

な
か
、
過
去
の
災
害
の
教
訓
か
ら
、

水
道
施
設
等
の
損
傷
に
よ
り
町
内

の
広
範
囲
で
長
期
に
わ
た
っ
て
断

水
が
発
生
す
る
お
そ
れ
も
想
定
さ

れ
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
災
害
時
に
お
け
る

「
地
域
の
財
産
」
の
ひ
と
つ
と
も
考

え
ら
れ
る
井
戸
に
着
目
し
、
地
域

の
皆
さ
ま
の
災
害
時
の
生
活
に
必

要
と
な
る
水
の
確
保
の
一
助
と
し

て
、「
周
防
大
島
町
災
害
時
協
力
井

戸
」
の
新
規
登
録
井
戸
の
募
集
を

行
い
ま
す
。
町
内
の｢

共
助｣

の

推
進
を
図
り
、
災
害
に
よ
る
被
害

を
少
し
で
も
減
少
さ
せ
る
た
め
に

も
、
積
極
的
な
登
録
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

主
な
登
録
要
件

�

・�

町
内
に
あ
り
、
災
害
に
よ
る
断

水
な
ど
の
際
に
無
償
で
井
戸
水
を

提
供
で
き
る
こ
と

�

・�

ポ
ン
プ
な
ど
、
汲
み
上
げ
に
必

要
な
設
備
が
あ
り
、
安
全
に
使
用

で
き
る
こ
と

�
・�
所
在
地
等
の
必
要
事
項
を
公
表
で

き
る
こ
と

申
出
か
ら
公
表
ま
で
の
流
れ

⑴
申
し
出

　

所
定
の
様
式
に
よ
り
、
登
録
の

申
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

※�

登
録
申
出
書
は
総
務
課
、
各
総

合
支
所
・
出
張
所
に
備
え
付
け

て
あ
り
ま
す
。

⑵
現
地
調
査　

　

登
録
の
申
出
が
あ
っ
た
井
戸
は
、

職
員
が
現
地
調
査
に
伺
い
ま
す
。

調
査
で
は
、
井
戸
の
現
況
確
認
、

汲
み
上
げ
方
式
等
の
調
査
を
行
い

ま
す
。

⑶
登
録
お
よ
び
標
章
交
付　

　

登
録
が
決
定
し
た
場
合
は
、
災

害
時
協
力
井
戸
標
章
を
発
行
し
ま

す
の
で
、
道
路
か
ら
見
え
る
場
所

に
貼
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

⑷
公
表

　

登
録
い
た
だ
い
た
井
戸
は
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ

プ
上
で
所
在
地
な
ど
を
公
表
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。（
所
有
者
の
氏

名
や
電
話
番
号
等
は
公
表
し
ま
せ

ん
）

問
い
合
わ
せ

　

総
務
課�

消
防
防
災
班
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災
害
時
協
力
井
戸
の
新
規
登
録
井
戸
の

募
集
お
よ
び
公
表
に
つ
い
て


